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◎新潟県教育委員会訓令第５号 

教 育 庁 本 庁 

出 先 機 関 

教 育 機 関 

新潟県教育委員会事務決裁規程（昭和36年３月新潟県教育長訓令第３号）の一部を次のように改正し、令和６

年４月１日から実施する。 

令和６年３月29日 

新潟県教育委員会 

   教育長  佐 野  哲 郎 

次の表の改正前の欄中別表の号の表示に下線が引かれた別表の号（以下「削除別表号」という｡)を削る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の号の表示及び削除別表号を除く。以下「改正部分」という｡)

に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改

正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改

正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改

正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（教育長の権限に属する事務の専決） 

第13条 出先機関及び教育機関の長の共通の専決事

項は別表第５とし、出先機関の長の個別的専決事

項は別表第６のとおりとする。 

 

 

（教育長の権限に属する事務の専決） 

第13条 出先機関及び教育機関の長の共通の専決事

項は別表第５とし、出先機関の長及び近代美術館

万代島美術館長（以下「出先機関の長等」という｡)

の個別的専決事項は別表第６のとおりとする。 

 

（代決） 

第14条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、副館長を２人置く

場合にあっては、教育機関の長の定める順序によ

り、事務の代決を行う。 

 

（代決） 

第14条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、次長又は副館長を

２人置く場合にあっては、出先機関又は教育機関

の長の定める順序により、事務の代決を行う。 

 

（準用規定） 

第15条 第４条の７、第６条及び第10条から第12条

までの規定は、出先機関及び教育機関における専

決及び代決について準用する。この場合において、

第４条の７の規定中「別表第１から別表第４まで」

とあるのは「別表第５から別表第７まで」と読み

替えるものとする。 

 

（準用規定） 

第15条 第４条の６、第６条及び第10条から第12条

までの規定は、出先機関及び教育機関における専

決及び代決について準用する。この場合において、

第４条の６の規定中「別表第１から別表第４まで」

とあるのは「別表第５から別表第７まで」と読み

替えるものとする。 

 

別表第１（第３条関係） 

（教育次長共通専決事項） 

(1)・(2) （略） 

(3) 次長の休暇、地方公務員の育児休業等に関す

る法律（平成３年法律第110号。以下「育児休

業法」という｡)第19条第１項の部分休業（以下

「部分休業」という｡)、修学部分休業、高齢者

部分休業、職員の勤務時間及び休暇等に関する

規則（平成７年人事委員会規則第８－55号）第

24条第１項に定める休業及び職務専念義務の免

除（結核性疾病に係るもののうち１日を単位と

するもの及び教育長が指定する団体等の地位と

別表第１（第３条関係） 

（教育次長共通専決事項） 

(1)・(2) （略） 

(3) 次長の休暇、地方公務員の育児休業等に関す

る法律（平成３年法律第110号。以下「育児休

業法」という｡)第19条第１項の部分休業（以下

「部分休業」という｡)、修学部分休業、高齢者

部分休業及び職務専念義務の免除（結核性疾病

に係るもののうち１日を単位とするもの及び教

育長が指定する団体等の地位との兼職に係るも

のを除く。以下「休暇等」という｡)のうち４日

以内の休暇等（職員の勤務時間及び休暇等に関
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の兼職に係るものを除く。以下「休暇等」とい

う｡)のうち４日以内の休暇等（職員の勤務時間

及び休暇等に関する規則第15条第１項第13号に

規定する休暇（以下「夏季休暇」という｡)に係

る５日以上のものを含み、研修及び兼職に係る

ものを除く｡)並びに政策監、課長及び出先機関

等の長の５日以上の休暇等（研修及び兼職に係

る４日以内のものを含み、夏季休暇を除く｡)の

承認等をすること（研修及び兼職の場合にあつ

ては、総務課長に合議すること｡)。 

(4)～(11) （略） 

 

する規則（平成７年新潟県人事委員会規則第８

―55号）第15条第１項第13号に規定する休暇（以

下「夏季休暇」という｡)に係る５日以上のもの

を含み、研修及び兼職に係るものを除く｡)並び

に政策監、課長及び出先機関等の長の５日以上

の休暇等（研修及び兼職に係る４日以内のもの

を含み、夏季休暇を除く｡)の承認等をすること

（研修及び兼職の場合にあつては、総務課長に

合議すること｡)。 

 

(4)～(11) （略） 

 

別表第２（第４条関係） 

（課長共通専決事項） 

(1)～(9)の２ （略） 

(10) 不服申し立ての裁決及び決定のために必要

な措置をすること。 

 (11)～(26) （略） 

 

別表第２（第４条関係） 

（課長共通専決事項） 

(1)～(9)の２ （略） 

(10) 不服申し立ての採決及び決定のために必要

な措置をすること。 

 (11)～(26) （略） 

 

別表第４（第５条関係） 

（教育次長及び課長の個別的専決事項） 

総務課 

教育次長専決事項 （略） 

総務課長専決事項 

(1)～(8) (略） 

(9) 本庁及び出先機関等の職員並びに県立学校職

員の履歴の証明をすること｡ 

 

(10)～(17) （略） 

財務課 （略） 

福利課 

教育次長専決事項 （略） 

福利課長専決事項 

(1）・（2） （略） 

 

 

 

義務教育課 

教育次長専決事項 

(1)～(7) （略） 

(7)の２ 県立学校の校長又は園長の５日以上の

部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業及び

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第24条

第１項に定める休業の承認をすること。 

(8)～(22) （略） 

義務教育課長専決事項 

(1)～(14) (略） 

(15) 県立学校教員及び県費負担教職員の履歴の

証明をすること｡ 

 

(16)～(39) (略） 

別表第４（第５条関係） 

（教育次長及び課長の個別的専決事項） 

総務課 

教育次長専決事項 （略） 

総務課長専決事項 

(1)～(8) (略） 

(9) 本庁及び出先機関等の職員並びに県立学校職

員の履歴の証明をすること｡(福利課の分掌事務

に係る事項を除く｡) 

(10)～(17) （略） 

財務課 （略） 

福利課 

教育次長専決事項 （略） 

福利課長専決事項 

(1）・（2） （略） 

(3) 本庁、出先機関等及び県立学校の職員並びに

県費負担教職員の履歴（期末手当等の記録に限

る｡)の証明をすること。 

義務教育課 

教育次長専決事項 

(1)～(7) （略） 

(7)の２ 県立学校の校長又は園長の５日以上の

部分休業及び修学部分休業の承認をすること。 

 

 

(8)～(22) （略） 

義務教育課長専決事項 

(1)～(14) (略） 

(15) 県立学校教員及び県費負担教職員の履歴の

証明をすること｡(福利課の分掌事務に係る事項

を除く｡) 

(16)～(39) (略） 
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高等学校教育課 

教育次長専決事項 

(1)～(7) （略） 

(8) 校長の５日以上の部分休業、修学部分休業、

高齢者部分休業及び職員の勤務時間及び休暇等

に関する規則第24条第１項に定める休業の承認

をすること。 

(9)～(27) （略） 

高等学校教育課長専決事項 

(1)～(12) (略） 

(13) 県立学校教員の履歴の証明をすること｡ 

 

(14)～(31) (略） 

生徒指導課～保健体育課 （略） 

 

高等学校教育課 

教育次長専決事項 

(1)～(7) （略） 

(8) 校長の５日以上の部分休業及び修学部分休業

の承認をすること。 

 

 

(9)～(27) （略） 

高等学校教育課長専決事項 

(1)～(12) (略） 

(13) 県立学校教員の履歴の証明をすること｡(福

利課の分掌事務に係る事項を除く｡) 

(14)～(31) (略） 

生徒指導課～保健体育課 （略） 

 

別表第６（第13条関係） 

（出先機関の長の個別的専決事項） 

教育事務所 

教育事務所長専決事項 

(1)～(4) （略） 

(5) 削除 

 

 

 

(6) （略） 

別表第６（第13条関係） 

（出先機関の長等の個別的専決事項） 

教育事務所 

教育事務所長専決事項 

(1)～(4) （略） 

(5) 市町村立の小学校、中学校、義務教育学校及

び特別支援学校の教職員の児童手当の支給並び

に子ども手当の認定及び支給（新潟県財務規則

に規定する事務を除く｡)をすること。 

(6) （略） 

 

別表第７（第13条の３関係） 

受任者の権限に属する事務の専決事項 

専決権限を有する者 専決事項 

出先機関等の次長（教

育センター総務課長、

図書館副館長、文書館

副館長を含む｡） 

(1) 職員（次長以上の

職員を除く。以下次

号から第４号までに

おいて同じ｡)の旅行

の命令をすること

（副館長を２人置く

場合は、教育機関の

長が指定した副館長

に限る。以下この項

において同じ｡)。 

 

(2)～(15) (略） 

 

別表第７（第13条の３関係） 

受任者の権限に属する事務の専決事項 

専決権限を有する者 専決事項 

出先機関等の次長 

図書館副館長 

文書館副館長 

(1) 職員（次長以上の

職員を除く。以下次

号から第４号までに

おいて同じ｡)の旅行

の命令をすること

（次長又は副館長を

２人置く場合は、教

育機関の長が指定し

た次長又は副館長に

限る。以下この項に

おいて同じ｡)。 

(2)～(15) (略） 

 

別表第８（第13条の３関係） 

出先機関等の次長が長期にわたり不在等の場合

において当該次長の専決事項について専決する者 

 

専決権限を有する者 専決する者 

出先機関等の次長（教育セン

ター総務課長、図書館副館

長、文書館副館長を含む｡） 

所長又は館長 

 

別表第８（第13条の３関係） 

出先機関等の次長等が長期にわたり不在等の場

合において当該次長等の専決事項について専決す

る者 

専決権限を有する者 専決する者 

出先機関等の次長 所長 

図書館副館長 図書館長 

文書館副館長 文書館長 
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